
平成30年に、国及び地方公共団体の機関（以下「公務部門」という。）の多くの機関におい

て障害者雇用率制度の対象障害者に不適切な計上があり、法定雇用率を達成していないことが

明らかになりました。このような事態はあってはならないことであり、公務部門においては、

民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、法定雇用率の達成に留まらず、障害者雇用を

継続的に進めることが重要です。

そのような中、公務部門においては、障害者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施す

る等、自律的なＰＤＣＡサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促進等に関する法律の一

部を改正する法律（令和元年法律第36号）による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和35年法律第123号）第7条の3第1項の規定に基づき、施行日である令和2年4月1日までに障

害者活躍推進計画（以下「計画」という。）を作成することとされました。

今般、令和元年12月17日に計画の作成指針が告示されたことから、兵庫県下の地方公共団体

等に対して説明会を行います。

なお、今回の説明会では、精神・発達障害の専門機関を招き、雇用する際のポイントを講義

していただくとともに共に働く上での配慮を学ぶための「精神・発達障害者しごとサポーター

養成講座」も併せて開催します。
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◆ 日 時 ： 令和2年1月31日（金） 13：30～16：30

◆ 場 所 ： 神戸クリスタルタワー 3階 クリスタルホール

◆ 対 象 ： 兵庫県下の地方公共団体・教育委員会・公営企業等

◆ 内 容： ・障害者活躍推進計画作成指針について

・精神障害者の雇用について

・発達障害者の雇用について

・精神・発達障害者しごとサポーター養成講座




